
 

予 算 要 求 資 料 

令和３年度当初予算  支出科目 款：総務費 項：企画開発費 目：県民生活行政費    

事業名 岐阜県広域自治協議会等活動活性化補助金 

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）  

         環境生活部 県民生活課 交通安全・コミュニティ係 

電話番号：058-272-1111（内 2392） E-mail：c11261@pref.gifu.lg.jp  

 

１ 事業費               1,296 千円（前年度予算額：1,296 千円） 

＜財源内訳＞  

区 分 事業費 

財    源    内    訳 

国 庫 

支出金 

分担金 

負担金 

使用料 

手数料 

財 産 

収 入 
寄附金 その他 県 債 

一 般 

財 源 

前年度 1,296 0 0 0 0 0 0 0 1,296 

要求額 1,296 0 0 0 0 0 0 0 1,296 

決定額 1,296 0 0 0 0 0 0 0 1,296 

 

 

２ 要求内容 

（１）要求の趣旨（現状と課題） 

地域の担い手の不足や高齢化、地域活動への参加者の減少、自治会未加入世

帯の増加など地域におけるつながりの希薄化が、県内市町村における共通の課

題となっている。 

自治会は、我が国の伝統的な住民自治組織であり、地域コミュニティの中心

的な組織として活動してきており、今後も主体的な活動をしていく必要がある。 

（２）事業内容 

県内自治組織の連合体として唯一の存在である「岐阜県自治連絡協議会」が

実施する研修会や総会、情報交換の場の開催運営に対し、必要な経費を補助す

ることで、地域間の交流促進や連携強化、住民自治精神の高揚に資する。 

（３）県負担・補助率の考え方 

構成市による負担会費の支出や市長会、市議長会が補助金を支出している中、

協議会の活動に必要な事務費のみの財政支援であり、広域交流の事務機能や県

施策の浸透などの役割を鑑みても県負担は妥当。 

【補助率：定額  1,296 千円】 

 



 

 

※本補助金の内訳：協議会運営事業 296 千円、協議会運営事業(総会等開催分) 

300 千円、研修事業 700 千円 

 ※平成 21 年度から定率制（補助率２／３）に代えて定額制（平成 20 年度補助

金額×10％削減額）を導入。 

行財政改革アクションプランの実行により、平成 22 年度から平成 20 年度補

助金額に対して 20％削減。 

（４）類似事業の有無 

有（補助金等支出状況：12 県） 

 

 

３ 事業費の積算内訳 

事業内容 金額 事業内容の詳細 

補助金 1,296 運営費補助 

合計 1,296  

 

 決定額の考え方  

 

 

 

 

４ 参考事項 

（１）各種計画での位置づけ 

【「清流の国ぎふ」創生総合戦略】 

    ２ 健やかで安らかな地域づくり 

     （３）誰もが暮らしやすい地域 

       １ 地域を支援する人材の育成・確保 

 

（２）後年度の財政負担 

      次年度以降、必要な補助金額等について検討を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

県 単 独 補 助 金 事 業 評 価 調 書 
 

□  新 規 要 求 事 業 

■  継 続 要 求 事 業 
 

補助事業名 岐阜県広域自治協議会等活動活性化補助金 

補助事業者（団体） 岐阜県自治連絡協議会 

（理由） 

自治会は、行政と住民とをつなぐ重要な組織であり、

自治会の良好な活動が県政の推進に対し大きな役割を

果たすため。 

補助事業の概要 （目的） 

自治会組織の権能強化や住民自治意識の高揚を図る。 

（内容） 

県内の２以上の市町村連合自治会で組織する広域の

協議会等の活動に対する補助事業で、県内唯一の広域

連合体である県自治連絡協議会の運営費を補助する。 

補助率・補助単価等 定額・定率・その他（1,296 千円） 

（内容） 

協議会の運営に要する費用、研修会実施に関する費

用などを補助。 

（理由） 

行財政改革アクションプラン実施に伴い、平成２１

年度より定率制から定額制へ変更。平成２０年度の補

助金額の２０％削減額を定額補助。 

補助効果 協議会が実施する研修大会や総会、情報交換会等を

通じて、活動の推進に役立つ有益な情報が効率的に提

供され自治会役員の研鑽が図られるとともに、地域間

の交流促進や連携強化、住民自治精神の高揚につなが

っている。 

終期の設定 終期 令和５年度 

（理由） 

定率制から定額制へ変更して１５年経つ節目の年度

であり、事業達成度を検討した方がよいため。 

（事業目標） 

・終期までに何をどのような状態にしたいのか 

自治会組織の権能強化や住民自治意識の高揚を図ることにより、地域コミ

ュニティの再生・活性化、地域の絆づくりを推進していく。 

 

 

 



 

 

（目標の達成度を示す指標と実績） 

指標名 
事業開始前 
(H23 年度末) 

目標 
(R3 年度末) 

目標 
(終期) 

①知事感謝状受賞者数累計 

(自治会長 15 年) 
24 272 326 

 

 H29 年度 H30 年度 R 元年度 R2 年度 
R3 年度 

（要求） 

補助金交付実績 1,296 千円 1,296 千円 
 

1,296 千円 
(予算額) 

1,296 千円 
(要求額) 

1,296 千円 

指標①目標 326 326 326 326 326 

指標①実績 161 190 215 
(推計値) 

245 
(推計値) 

272 

指標①達成率  49.4％ 58.3％ 66.0％ 
(推計値) 

75.2％ 
(推計値) 

83.4％ 

（前年度の成果） 

協議会が実施した研修大会や総会、情報交換会等の機会を通じて、自治会

活動の推進に役立つ有益な情報が効率的に提供され、関係者の研鑽が図られ

るとともに、地域間の交流促進や連携強化、住民自治精神の高揚につながっ

た。研修大会では、長年にわたって住民組織の長として地域活動に貢献され

た方々に対し、その功績を賞賛するとともに感謝の意を伝える知事表彰を授

与した。 

（今後の課題） 

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 

地域活動の担い手の不足や高齢化、参加者の減少、自治会未加入者の増加

など、地域コミュニティにおけるつながりの希薄化が課題となっている。 

（事業の評価） 

・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） 

 ○：必要性が高い  △：必要性が低い  

(評価) 

〇 

当課が取り組む「地域コミュニティの再生・活性化、地域の絆

づくり」を推進するには、共助の精神により、住民主体の活発な

地域活動が行われることが重要であり、自治会が中心的な役割を

果たすことになる。自治会組織の権能強化や住民自治意識の高揚

を図るため、県内唯一の広域連合体である自治連絡協議会の活動

へ県が補助することは妥当である。 

・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） 

 ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている 

 △：まだ期待どおりの成果が得られていない  



 

 

（評価） 

〇 

協議会が実施する研修大会や総会、情報交換会等の機会を通じ

て、自治会活動の推進に役立つ有益な情報が効率的に提供され、

関係者の研鑽が図られるとともに、地域間の交流促進や連携強化、

住民自治精神の高揚につながっている。 

県内各地の自治会関係者が一堂に会する機会である研修大会に

おいて、長年にわたって住民組織の長として地域活動に貢献され

た方々に対し、その功績を賞賛するとともに感謝の意を伝える知

事表彰を行うことにより、自治会関係者の士気高揚と自治会活動

の推進に寄与している。 

・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） 

 ○：効率化は図られている  △：向上の余地がある  

(評価) 

〇 

協議会が実施する研修大会や総会、情報交換会等の機会では、

県内各地の自治会関係者が一堂に会するため、広域的な情報交換

及び共有を行うことができ、地域間の交流促進や連携強化につな

がっている。 

（事業の見直し検討） 

運営費の補助額については、アクションプランの実行（H22 年度 20％削減）

等により補助の縮小を図っている一方で、物価上昇の影響等により必要経費

が増加する傾向にあるため、今後も継続して補助する必要がある。 

（終期到来時の翌年度以降の事業方針） 

継続・削減・統合・廃止 

（理由） 

 

 


